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Ⅰ 平成 28年度の業務実績評価について 

 

 長岡市公立大学法人評価委員会は、「公立大学法人長岡造形大学 業務実績評価（年度評

価）実施要領」に基づき、公立大学法人長岡造形大学（以下、「法人」という。）の平成

28 年度における業務の実績に関する評価を行った。 

 

１ 評価に関する基本的な考え方 

(1) 評価は、教育研究の特性、自主性、自律性に配慮しつつ、法人の継続的な質的向上 

に資するものとする。 

(2) 評価は、中期目標・中期計画の達成状況を踏まえ、法人の業務実績全体について総合的に 

行う。 

(3) 評価は、一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、社会への説明責任 

を果たすものとする。 

(4) 評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期の中期目標・中期計画 

の検討に資するものとする。 

(5) 評価にかかる業務が法人の過度の負担とならないように留意する。 

(6) 評価の仕組みについては、必要に応じて工夫・改善を行う。 

 

２ 評価方法 

業務実績評価は、「全体評価」、「大項目別評価」、「事業単位・指標単位評価」によ

り行った。 

・全体評価 

事業単位・指標単位評価及び大項目別評価の結果を踏まえ、法人の中期目標の達成に

向けた中期計画全体の進捗状況を総合的に勘案して評価を行った。 

・大項目別評価 

事業単位・指標単位評価の結果を踏まえ、５つの大項目（８区分）ごとに、中期計画

の進捗状況について評価を行った。 

・事業単位・指標単位評価 

年度計画に記載された事項ごと（事業単位）及び評価指標ごと（指標単位）の実施状

況または達成状況を確認し、評価を行った。 



2 

 

Ⅱ 評価結果 

 

１ 全体評価 

(1) 評価結果 

中期計画の進捗は順調である 

 

 (2) 評価理由 

大項目評価の「教育に関する目標を達成するための措置」、「研究に関する目標を

達成するための措置」、「地域貢献に関する目標を達成するための措置」、「国際交

流に関する目標を達成するための措置」では、大学院課程の教育・研究体制などの整

備、地域貢献に関する研究・プロジェクトの実績、地元企業等との連携による共同研

究・開発の推進、交流協定締結校との相互交流の推進などにおいて、年度計画を上回

る取り組みが多く認められたため、「Ａ 中期計画の進捗は順調」と判断した。 

また、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」、「財務

内容の改善に関する目標を達成するための措置」、「自己点検・評価及び情報公開の

推進に関する目標を達成するための措置」、「その他業務運営に関する目標を達成す

るための措置」では、その取り組みの多くが年度計画どおりに実施されていることか

ら、「Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調」と判断した。 

全体評価の評価結果については、大項目別評価が全て「Ｂ 中期計画の進捗は概ね順

調」 以上であり、その半数が「Ａ 中期計画の進捗は順調」であることに加え、前年

度評価で課題にあげられた大学院改革が着実に行われ、平成30年度以降入学者に向け

た受入体制の整備が年度計画を上回って進められたことなどを総合的に勘案し、(1)

の評価が相当と判断した。 

全体

評価 

大項目別評価 

評価項目数 

大項目（８区分） 評価結果 

Ａ 

 

中期計画の

進捗は順調 

 

Ｂ 

 

中期計画の

進捗は概ね

順調 

Ｃ 

 

中期計画の

進捗はやや

遅れている

Ｄ 

 

中期計画の

進捗は遅れ

ている 

中 

期 

計 

画 

の 

進 

捗 

は 

順 

調 

大学の教育研

究等の質の向

上に関する目

標を達成する

ための措置 

教育に関する目標を 

達成するための措置 
Ａ ○    

事業単位 

指標単位 

37

4

研究に関する目標を 

達成するための措置 
Ａ ○    

事業単位 

指標単位 

10

2

地域貢献に関する目標を 

達成するための措置 
Ａ ○    

事業単位 

指標単位 

12

3

国際交流に関する目標を 

達成するための措置 
Ａ ○   

 

 
事業単位 2

業務運営の改善及び効率化に関する目標を 

達成するための措置 
Ｂ  ○  

 

 
事業単位 10

財務内容の改善に関する目標を 

達成するための措置 
Ｂ  ○  

 

 
事業単位 6

自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を 

達成するための措置 
Ｂ  ○  

 

 
事業単位 5

その他業務運営に関する目標を 

達成するための措置 
Ｂ  ○  

 

 
事業単位 11
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 (3) 平成28年度の特筆すべき取り組み 

【教育に関する目標を達成するための措置】 

・大学院課程における教育体制の整備 

    大学院課程において、新たに「イノベーションデザイン領域」を創設するとともに、

新カリキュラム策定や入学試験制度の確立など、新体制の整備を着実に進めた。 

 

  ・志願倍率６倍（目標値 ３倍） 

    高等学校長経験者を採用しての高校訪問、総合パンフレットの大幅な見直し、高校

教員を対象とした大学独自の説明会開催などを行い、積極的かつ効果的な広報活動に

取り組んでいる。 

  

【研究に関する目標を達成するための措置】 

・大学院課程における研究体制の整備 

  大学院課程の研究体制について方針を決定するだけでなく、大学独自の学位審査要

件を決定するとともに、新規２名の教員採用計画を決定するなど、研究体制の再構築

に取り組んだ。   

 

【地域貢献に関する目標を達成するための措置】 

・地元企業等との連携による共同研究・開発の推進 

多くの企業から賛同を得て、デザインマネジメント研究会を設立し、地元企業等と

連携して共同研究・開発を行う体制づくりに取り組んだ。 

 

・地域貢献に関する研究・プロジェクト数 18 件（目標値 10 件） 

目標値を上回る 18 件の地域貢献に関する研究・プロジェクトを実施し、教育研究

の成果を地域に還元した。 

 

【国際交流に関する目標を達成するための措置】 

・交流協定締結校との相互交流の推進 

平成 27 年度に交流協定を締結したハワイ大学と、多くの相互交流を実施した。 

また、ノリッチ芸術大学と新たに交流協定を締結するなど、さらなる国際交流の推

進にも取り組んでいる。 

   

(4) 課題・改善すべき点に関する意見 

「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」のうち、人事考課

制度の導入について、評価手法や評価基準の設定など具体的な検討に取り組まれたい。 

「その他業務運営に関する目標を達成するための措置」のうち、危機管理マニュアル

の整備について、地震や水害などの大規模災害の発生に備えて早期に策定されたい。ま

た、マニュアルの策定に当たっては、地域住民の安全確保についても配慮した内容とな

るよう検討されたい。 
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２ 大項目別評価 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

 (1) 評価理由 

41項目のうち、大学院課程の体制整備、地域協創演習の実施、非常勤講師の採用、インターンシッ

プの推進、学生の就職支援、志願倍率など15項目の取組事項がａ評価（年度計画を上回る）であった。 

その他の26項目はいずれもｂ評価（年度計画を概ね実施）であり、ｃ評価（年度計画を十分に実施

せず）以下の項目が無かったことから、これらを総合的に勘案すると、Ａ評価（中期計画の進捗は順

調）が相当である。 

            

      

 

 

 

 

 

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 37 
11 

（29.7％）

26 

（70.3％）
 

 

 

指標単位評価結果 4 
4 

（100％） 
 

 

 

 

 

 

 (2)  概況 

○教育の成果に関する目標を達成するための措置 

・大学院課程において、新たに「イノベーションデザイン領域」を創設し、時代が求める人材の養

成に向けた取り組みを進めている。 

 

○教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

・大学院課程における入学者受入方針を決定するとともに、具体的な試験制度も設定している。ま

た、課題解決型学習など特色ある新カリキュラムを策定するなど、大学院課程の体制整備を着実

に進めている。 

 

・地域社会や企業と連携した地域協創演習などに取り組んでおり、その活動が多数メディアに取り

上げられている。また、大学が企業と学生をマッチングする「公募型インターンシップ」に新た

に取り組み、参加者が大幅に増加している。 

30%

70%

事業単位評価

ａ ｂ

100%

指標単位評価

ａ
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○教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

・新たな専任教員や、最前線で活躍する非常勤講師を多く採用するなど、教員の負担軽減と教育水

準の向上に取り組んでいる。 

 

・第２アトリエ棟Ｂの建築において、学内で議論し、機能性や快適性の高い施設としている。 

また、コンピュータソフトウエアなどをスマートフォンやタブレットなどからでも作業できるよう

利便性の向上を図っており、ソフト面でも質の高い教育環境の整備に取り組んでいる。     

 

○学生への支援に関する目標を達成するための措置 

・専門のカウンセラーを配置し、学生の不安や悩みなどに対する支援体制を整備している。 

今後も、大学職員とカウンセラーが連携し、必要な支援を継続されたい。 

 

・学生の就職を支援するため、企業向けパンフレットの発送先を大幅に増やしたり、単独企業説明

会の企業数を増加させるなど、学生と企業が接する機会を積極的に設けている。 

 

・在学生だけでなく、既卒生に対してもホームページに就職・進学等の支援内容を公開するなど積

極的に支援している。 

 

  ○教育の成果に関する指標 

・高等学校長経験者を採用しての高校訪問、総合パンフレットの大幅な見直し、高校教員を対象とし

た大学独自の説明会開催などを行い、志願倍率に関して、年度計画の目標値（３倍）を大幅に上回

る６倍（志願者 787 人／募集定員 130 人（一般入試））の志願倍率を達成した。 

  

   ・専任教員を１名増員したことで、教員一人当たりの学生数が、年度計画の目標値（20 人）に達っ

した。 

 

 ・最前線で活躍する民間人の登用件数は、年度計画の目標値（60 人）を上回る 153 人という高い水

準となった。 
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２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

 

 (1) 評価理由 

    大学院の研究体制の再構築、デザインマネジメント研究会の設立、知的財産の管理・活用、教員研

究成果発表・作品展など６つの取組事項がａ評価（年度計画を上回る）であった。 

12項目すべての取組事項がｂ評価（年度計画を概ね実施）以上であり、これらを総合的に勘案する

と、Ａ評価（中期計画の進捗は順調）が相当である。 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず 

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 10 
4 

（40％） 

6 

（60％） 

 

 

 

 

指標単位評価結果 2 
2 

（100％） 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  概況 

○研究水準及び研究の成果に関する目標を達成するための措置 

     ・大学院の研究体制について、大学独自の学位審査要件を決定するとともに、新規の教員採用計画

を決定するなど、研究体制の再構築に取り組んだ。      

 

○研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

   ・外部機関（INPIT）の審査を通過し、支援の継続を獲得するなど、地元企業と連携して所有する

シーズの商品化に取り組んでいる。引き続き、知的財産の活用に向けた体制整備を進められたい。 

 

   ○研究の成果に関する指標 

 ・教員研究成果発表・作品展について、年度計画の目標値（２回）より多く３回実施した。 

 

 

 

40%

60%

事業単位評価

ａ ｂ

100%

指標単位評価

ａ
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３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

 

 (1) 評価理由 

    市及びながおか・若者・しごと機構との連携、市民オープンキャンパスの実施、市民工房受講者数、

小学生を対象とする講座受講者数など７つの取組事項がａ評価であった。 

また、15項目すべての取組事項がｂ評価（年度計画を概ね実施）以上であり、これらを総合的に勘

案すると、Ａ評価（中期計画の進捗は順調）が相当である。 

 

      

      

      

 

      

      

      

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 12 
4 

（33.3％）

8 

（66.7％）

 

 

 

 

指標単位評価結果 3 
3 

（100％） 
 

 

 

 

 

 

 (2)  概況 

○地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

・市やながおか・若者・しごと機構などと連携し、地方創生に寄与するプロジェクトに積極的に関与

している。また、前年度に引き続き、ながおか・若者・しごと機構に大学職員１名を派遣して連携

の強化に取り組んでいる。 

 

 ・多くの企業から賛同を得て、デザインマネジメント研究会を設立し、講座やワークショップを開催

した。今後も地場産業などと連携を強化し、共同研究・共同開発に取り組まれたい。 

 

○地域貢献の成果に関する指標 

 ・地域貢献に関する研究・プロジェクト数が、年度計画の目標値（10件）を上回る 18 件という高い

水準となった。 

 

 ・小学生を対象とする講座受講者数が、年度計画の目標値（延べ 150 人）を上回り 156 人となった。 

 

33%

67%

事業単位評価

ａ ｂ

100%

指標単位評価

ａ
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４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

 

 (1) 評価理由 

    ２つの取組事項がいずれもｂ評価（年度計画を概ね実施）以上であった。 

ノリッチ芸術大学との新たな交流協定締結や大学独自の奨学金制度の運用開始など、国際交流の推

進に積極的に取り組んでいることを勘案すると、Ａ評価（中期計画の進捗は順調）が相当である。 

      

      

 

 

      

      

      

      

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 2 
1 

（50%） 

1 

（50%） 

 

 

 

 

 

 (2)  概況 

・平成 27年度に交流協定を締結したハワイ大学と、締結２年目にも関わらず多くの相互交流を実施

した。また、ノリッチ芸術大学とも交流協定を締結するなど、国際交流の推進を図っている。 

 

・長岡造形大学国際交流事業支援奨学金規定の運用を開始し、９人に対して奨学金を給付した。 

今後は、短期の国際交流のみならず、学生にとって実効性が高い長期的な留学の増加策にも取り組

まれたい。 

  

50%50%

事業単位評価

ａ ｂ
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

 

 (1) 評価理由 

大学院の改革に関する取組事項がａ評価（年度計画を上回る）であった。 

人事考課に関する取組事項がｃ評価（年度計画を十分に実施せず）であるものの、10 項目中８個

の取組事項がｂ評価（年度計画を概ね実施）であり、これらを総合的に勘案すると、Ｂ評価（中期計

画の進捗は概ね順調）が相当である。 

 

      

      

 

 

      

      

      

      

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず 

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 10 
1 

（10％） 

8 

（80％） 

1 

（10％） 

 

 

 

 (2)  概況 

○教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

・大学院造形研究科の拡充を図るため、2 人の副研究科長を任命している。 

また、大学院事務室の設置において、次長級職員をリーダーとする 3 人の職員を配置するなど、

組織体制の整備を行い大学院の改革に取り組んでいる。 

 

○人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

 ・人事考課制度の導入に向けた取り組みを進められたい。 

また、職員の能力と実績などを総合的に評価して処遇などに反映する仕組みづくりについても検

討を進められたい。 

 

○事務の効率化及び合理化に関する目標を達成するための措置 

   ・建物の改修に伴う設計や監理業務を外部に委託するなど、業務の効率化に取り組んでいる。 

     今後も引き続き外部委託を有効活用するなど、事務処理の効率化・合理化に取り組まれたい。 

10%

80%

10%

事業単位評価

ａ ｂ ｃ
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

 

 (1) 評価理由 

    ６項目のうち、学生数の安定確保、安定した財政運営の２つの取組事項がａ評価であるが、その他

の４項目はいずれもｂ評価（年度計画を概ね実施）であるから、これらを総合的に勘案すると、Ｂ評

価（中期計画の進捗は概ね順調）が相当である。 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず 

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 6 
2 

（33.3％）

4 

（66.7％）

 

 

 

 

 

 (2)  概況 

○経営の安定化に向けた自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 

 ・総合パンフレットの大幅な改訂に加え、進学相談会や高校内ガイダンスの開催回数を増加させ

ている。また、単独の高校ガイダンスを開催するなど高校側からの評価も高く、積極的な広報活

動により、志願者数・志願倍率ともに良化させている。 

 

  ・受託研究の獲得や授業料、寄附金など、自己収入の確保に取り組んでいる。 

今後も策定した長期財政運営計画に基づき、持続的に安定した財政運営に取り組まれたい。 

 

○経費の節減に関する目標を達成するための措置 

 ・アトリエ棟から順次、照明をＬＥＤ化するなど、計画的に省エネ機器の導入が進められている。 

 

○資産の運用管理の改善に関する事項 

・策定した中長期修繕計画に基づき、計画的な維持管理に取り組んでいる。 

  

33%

67%

事業単位評価

ａ ｂ
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第４ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

 

 (1) 評価理由 

   ５項目のいずれもｂ評価（年度計画を概ね実施）であり、これらを勘案すると、Ｂ評価（中期計画

の進捗は概ね順調）が相当である。 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 5  
5 

（100％） 

 

 

 

 

 

 (2)  概況 

○自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

 ・大学基準協会や当委員会からの指摘事項であった大学院について対応を検討し、改善につなげて

いる。 

 

○情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

・地域貢献活動の成果や理事会議事録などもホームページに掲載し、積極的な情報公開に取り組ん

でいる。 

 

・大学の教育、研究、地域貢献などの活動について、大学ホームページに加え、フェイスブック、

ツイッターなどＳＮＳを活用し広く情報発信を行っている。 

  

100%

事業単位評価

ｂ
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第５ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

 

 (1) 評価理由 

    第２アトリエ棟の増築に関する取組事項がａ評価（年度計画を上回る）であった。 

危機管理マニュアルの整備に関する取組事項がｃ評価（年度計画を十分に実施せず）であるもの

の、11 項目中９個の取組事項がｂ評価（年度計画を概ね実施）であり、これらを総合的に勘案する

と、Ｂ評価（中期計画の進捗は概ね順調）が相当である。 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 項目数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

年度計画を

上回る 

年度計画を

概ね実施 

年度計画

を十分に

実施せず 

年度計画

を大幅に

下回る 

事業単位評価結果 11 
1 

（9.1％） 

9 

（81.8％）

1 

（9.1％）

 

 

 

 (2)  概況 

○社会的責任に関する目標を達成するための措置 

 ・障がい者差別の解消などに関して研修に取り組んでおり、今後も継続的に啓発を図られたい。 

 

○安全管理に関する目標を達成するための措置 

    ・ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方改革などに一層取り組まれ、教職員の健康保全に努め 

られたい。 

 

・大規模災害に対する危機管理マニュアルの策定が遅れている。 

地震、水害などの大規模災害に対処できるよう、早期にマニュアルを策定されたい。 

また、マニュアルの策定に当たっては、地域住民の安全確保についても配慮した内容とされたい。 

 

    

9%

82%

9%

事業単位評価

ａ ｂ ｃ
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３ 事業単位・指標単位評価 

 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価 評価委員による評価結果 

計画の実施状況 評価区分 計画の実施状況 評価区分 

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 学士課程における教育 

建学の理念に基づき、社会人基礎力、構想

力、造形力を修得した人材を養成するため、以

下の教育を行う。 

（ア）社会人基礎力の養成 

主体的、能動的な学修姿勢を身に付け、確

かな基礎学力と幅広く高度な専門知識・技術

の修得を重視したカリキュラム編成により、社

会人基礎力である「前に踏み出す力」、「考え

抜く力」、「チームで働く力」を養う。 

（イ）構想力の養成 

培ったさまざまな知識と技術を実際に応用し

ながら、実社会の具体的な課題解決に取り組

む演習・実習により、「問題の発見」「原因の究

明」「解決への構想」「試行及び検証」というデ

ザインプロセスを実践できる構想力を養う。 

（ウ）造形力の養成 

基礎的な造形教育で身に付けた表現力や

豊かな人間性を基礎に、各専門の講義、演

習、実習により、自己の「思い」を形にできる造

形力を養う。 

1  平成 26 年度に実施を開始したカリキュラム

を着実に実行し、その教育成果や課題につい

て検証を行う。 
 

「社会人基礎力」「構想力」「造形力」を養うこと

を目的としたカリキュラムを実行した。あわせて、

現行カリキュラムについて、教育成果や課題の検

証を行い、平成 30 年度以降入学者向けのカリキ

ュラムを編成した。 

b  ｂ 

イ 大学院課程における教育 
各専攻分野に関する高度な専門知識と技術を

修得する授業科目の設置とともに、複合的に学

べるカリキュラム編成により、総合的、横断的な観

点からデザイン領域全体を見通し、各研究領域

を束ねながらマネジメントできる能力を養う。 

2  平成 30 年度入学者に向けて、研究領域の

構成を決定し、ディプロマポリシー（学位授与

方針）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成

方針）を策定する。 

造形研究科修士課程は、学部の学科との接続

性を考慮したプロダクトデザイン、視覚デザイン、

美術・工芸、建築・環境デザインの 4 領域に加

え、デザイン思考に基づくイノベーションの創出

を目指すイノベーションデザイン領域の合わせて

5 領域で構成することとした。 
また、ディプロマポリシー（学位授与方針）、カ

リキュラムポリシー（教育課程の編成方針）を策定

した。 

a  研究領域の構成決定において、既存領域の再編にと

どまらず、新たに「イノベーションデザイン領域」を創設

し、時代が求める人材の養成に向けて取り組みを進め

ている。 

a 
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（２）教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

 ア 入学者受入方針 
（ア）大学の建学の理念と教育目標を踏まえ、ア

ドミッションポリシー(入学者受入方針）を明確

に示し、受験生への周知徹底を図るとともに、

高い目的意識と優れた資質を持つ学生の入

学を促進する入試制度を整備する。 

（イ）多彩な学生を受け入れるため、意欲・人物・

基礎学力・表現力を見極めるＡＯ、推薦、一般

入学試験など多様な選考を実施する。 

（ウ）本学の教育内容への深い理解や教育環境

の周知を目指し、受験生の立場に立った積極

的かつ多様な広報活動を展開する。 

 【学士課程】     
3  アドミッションポリシーについての理解を深め

るために、公立大学移行後の入学者の変化を

踏まえ、今後本学が求める学生像を明示し、

各種媒体、進学相談会などを活用して周知を

図る。また、入試制度の見直しとして、現行の

入試制度の精査、評価基準、評価方法の整備

をする。 

入試区分ごとに「求める学生像」及び「評価の

ポイント」を精査し、より具体的な内容に改めた。 
受験者に対しては、AO 及び推薦入試の志望

理由書にアドミッションポリシーの理解度を測る

項目を設けた。 
また、各入試について問題点を精査し、推薦

入試の小論文と面接の評価割合を全学科で統

一し、点数化した。 

b  AO 及び推薦入試の志望理由書にアドミッションポリ

シーの理解度を測る項目を設けたり、各入試について

問題点を改善するなどの取り組みを実施している。 

今後も高い目的意識と優れた資質を持つ学生の入

学を促進する入試制度の整備に取り組まれたい。 

ｂ 

4  高校現場からの意見聴取、高大接続改革の

動向把握により、本学の今後実施すべき入試

改革を進める。 

県内高等学校長経験者を採用し、県内高校の

学校長及び進路担当者への聴取を行った。その

結果を常任理事に報告し、情報の共有を図っ

た。 

b  新たに県内高等学校長経験者を採用し、延べ 100 校

を超える県内高校を訪問し意見聴取を行っている。 

a 

5  ホームページ、進学情報誌、進学相談会、

オープンキャンパス、高校訪問及び出張講義

などについて必要に応じて改善を行い、多くの

受験生に対する広報活動を充実する。特に大

学パンフレットについては、幅広い進路の紹介

や、学生が入学後の姿を想像できるものとする

など大幅な見直しを行う。 

今年度新たな取組として、高校教員を対象とし

た本学独自の説明会を 6 月と 10 月に開催し、本

学の教育、進路について説明するとともに、入試

対策について詳細なアドバイスを行った。 
総合パンフレットは大幅な見直しを行い、在学

生や卒業生を多く掲載することにより、高校生が

大学生活や卒業後の進路について具体的にイメ

ージしやすい内容とした。 

ｂ  ｂ 

 【大学院課程】      
6  平成 30 年度入学者に向けて、アドミッション

ポリシーを策定し、入学試験制度の基本方針

を決定する。 

アドミッションポリシーを策定し、平成 30 年度

の入学試験制度を決定した。 
なお、これまでの入学試験制度に加え、新た

に設定した制度は以下のとおり。 
【修士課程】 

3 on 3 入学試験（学部 3 年次末に認定のた

めの学修度チェックを実施し、受験対象者を

選抜する。） 
【博士（後期）課程】 

外国人留学生入学試験 
社会人入学試験 

a  入学試験制度の基本方針決定にとどまらず、具体的

な試験制度を設定しており、大学院課程の入学者受入

体制の整備に取り組んでいる。 

a 

イ 教育課程 
（ア）学士課程 
ａ 新入学生が大学の新しい教育環境にいち早く

慣れ、各自が目標を持ち、自ら学び、考え、発

信できるよう、学修スキルの基礎づくりを行う導

入教育を強化する。 

 

7  導入教育としての基礎造形実習Ⅰ、基礎ゼ

ミⅠを継続して開講する。 
導入教育として、1 年次前期に基礎造形実習

Ⅰ、1 年次後期に基礎ゼミⅠを開講した。 
b  新入学生が大学の新しい教育環境にいち早く慣れる

ための履修体系の工夫がみられる。 
ｂ 

8  平成 26 年度から順次開講しているソーシャ

ル・スキルズ科目を継続して開講する。 
ソーシャル・スキルズ科目として、2 年次前期に

基礎ゼミⅡ、2 年次後期にキャリア計画実習Ⅰ、3
年次前期にキャリア計画実習Ⅱを開講した。 

b  ソーシャル・スキルズ科目は、「若者自らが魅力を生

み出すまち」という長岡市の地方創生の理念とも一致

するものであり、今後も積極的に取り組まれたい。 

ｂ 



15 

ｂ 幅広い視野と知識をもって、社会の中で多様

な人々と交わり、共に活動していくために必要

な能力を築くソーシャルスキルズ科目を拡充す

る。 

ｃ コミュニケーション力、状況適応力、計画・創

造力、実行力を 大限に伸ばすため、地域、

社会、企業と連携した実践的なデザインプロジ

ェクトを導入する。 

ｄ 現象の観察と考察を繰り返し行うことで、潜在

的な問題を探求する力を修得させるとともに、

問題の解決から新しい価値の創造まで構想で

きる力を養成するため、問題解決型の演習・実

習科目を開講する。 

ｅ 専門的かつ横断的な知識・技術を深めること

により、思い描くイメージを広い視点で創造的

に造形できる力を修得できる履修体系とする。 

9  地域、社会、企業と連携した「地域協創演

習」「インターンシップ」「ボランティア実習」を選

択必修科目として開講する。 

地域協創演習では 12 プロジェクトを実施し、

延べ 199 人が受講した。 
ボランティア実習では、大学を通して実施する

公募型 3 プロジェクトに対し延べ 70 人が受講し、

学生が直接ボランティアに参加する自主活動型

では 15 人が参加した。 
インターンシップでは、公募型で 17 企業の募

集に対し延べ 66 人が参加し、自主活動型では

25 人が参加した。実施プロジェクト等は以下のと

おり。 
 

【地域協創演習】 
①オグニーリターンズ 
②摂田屋周遊企画し隊 
③秋山孝ポスター美術館長岡（APM） すず

め隊 
④越後みしま竹あかり街道 2016 
⑤棚田草刈りアート日本選手権 
⑥積雪地における新しい冬のレジャーの提案

2 
⑦摂田屋こへび隊 
⑧長岡籐家具研究会 2016 
⑨長岡野菜フリーペーパーデザインの制作 
⑩村上木彫堆朱デザイン開発 
⑪「雪っ子の王国」での雪遊び企画 
⑫長岡開府 400 年小学生向けパンフレット制

作 
【ボランティア実習（公募型）】 

①「FUKUSHIMA SPEAKS アートで伝える

考える 福島の今、未来 in NAGAOKA」 
はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト報告

展×岡部昌生 被爆樹から被曝樹への運営

サポートボランティア 
②長岡花火フェニックスボランティア 
③釜石大学 

【インターンシップ（公募型）】 
エコー金属（株）、グローカルマーケティング

（株）、（株）コロナ、三幸製菓（株）、（株）タカヨ

シ、（有）団クリエイティブ、（株）新潟日報社、

ハーバーハウス（株）、（株）パブリシティコア、

富士印刷（株）、（株）プレスメディア、（株）明昌

堂、アイアンオー（株）、（株）アイ・オー・データ

機器、（株）AOI Pro.、（株）あとらす二十一、

（株）ティ・エム・シー 

a 地域社会や企業と連携した地域協創演習を実施し、

昨年度と比べて学生の受講者数も増えている。  

また、その活動は情報発信にもつながり、メディアに

も多数取り上げられている。  

インターンシップでは、大学が企業と学生をマッチン

グする公募型に新たに取り組むなど、大幅に参加者が

増えている。 

市内企業においても、就職につながるインターンシッ

プに期待していることから、今後も積極的に取り組まれ

たい。 

ａ 
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10  「問題の発見、原因の究明、解決への構

想、試行及び検証」の力を養い、デザインプロ

セスの実践能力を高めるコース別演習・ゼミを

開講する。 

デザインプロセスの実践能力を高めるため、3
年次に 4 学科で 8 のコース別演習を実施するとと

もに、ゼミⅠ、ゼミⅡを開講した。 

b  ｂ 

11  各学科の専門科目の一部を学部共通専門

教育科目として開講する。 
各学科の概論、特別講義を学部共通専門教

育科目として開講し、延べ 524 人が他学科から

履修した。 

b  ｂ 

（イ）大学院課程 
デザイン領域全体に通じる基本的理念を学ぶ

基礎科目群と、デザイン理論の深化あるいは実

践の方法論などを修得する専門科目群を設ける

とともに、研究テーマに縛られず、さまざまなデザ

イン領域を複合的かつ柔軟に履修できるカリキュ

ラムを編成する。 

12  平成 30 年度入学者に向けた新カリキュラ

ムと教員の指導体制の枠組みを決定する。 
新たに策定したディプロマポリシー、カリキュラ

ム ポ リ シ ー に 従 い 、 PBL （ Project Based 
Learning、Problem Based Learning）をとおし

て学ぶプロジェクト科目群、起業や企業でのイン

ターンを体験するソーシャルスキル科目群など、

特徴的な科目を含む新カリキュラムを策定し、そ

の授業概要に基づき、教員の指導体制の枠組み

を決定した。 

a  新カリキュラムの枠組み決定にとどまらず、課題解決

型学習やインターンシップを体験する科目群など、特

色ある新カリキュラム策定にまで取り組んでいる。 

a 

ウ 教育方法 
（ア）学生の個性と創造性を尊重し、教員と学生

の豊かなコミュニケーションを図りながら、学生

主体の能動的な自己学修力を高める少人数

教育を行い、効果的な教育を推進する。 

（イ）関連する授業科目間の連携を強化し、より複

合的な教育に発展させることにより、学生の広

い視野を育み、教育効果を高める。 

（ウ）市民やＮＰＯ、企業、行政などと協議し、地

域のさまざまなデザインに関わる課題を踏まえ

た実践的な教育を推進する。 

13  学生の個性と創造性を尊重し、教員と学生

の豊かなコミュニケーションを図る個別指導に

よる実習、演習を実施する。平成 28 年度から

は、ゼミⅠ、ゼミⅡを開講し少人数教育を実施

する。 

これまでの少人数教育科目に加え、平成 28
年度は 3 年次のコース別演習及びゼミⅠ、ゼミⅡ

において、全専任教員が担当することにより、そ

れぞれ 2～20 人程度の少人数教育を実現した。 

b  ｂ 

14  複数領域を複合的に学ぶコース別演習と

専門領域の深化を図るゼミを連携させて開講

する。 

3 年次に開講のゼミⅠ、ゼミⅡでは専門領域に

おける知識や技術の修得を図った。同時に開講

されたコース別演習ではゼミⅠ、ゼミⅡで学んだ

専門領域の知識や技術を活かしつつ、学科内の

複数領域を複合的に学ぶための課題を設定し

た。 

b  ｂ 

15  現実の地域課題を取り入れた「地域協創演

習」をはじめとする演習、実習系の専門教育科

目を開講する。  

地域協創演習では 12 の地域課題についてプ

ロジェクトとして実施した。なお、地域協創演習の

みならず他の演習科目でも地域を題材としたテ

ーマを設定し授業を実施した。 

a 地域社会、企業と積極的に交わる履修体系の工夫

がみられる。 

ａ 

エ 学生の成績評価 
教育目標に基づき、各授業科目について達成

目標と授業計画、成績評価基準をシラバス（授業

の計画や内容の概略）に明示し、それに基づき

厳正な成績評価を行う。 

16  シラバス（授業の計画や内容の概略）に達

成目標、授業計画、成績評価基準を明示し、

それに基づき成績評価が厳正に行われている

かを学務委員会にて確認する。 

全授業科目について、シラバスに達成目標、

成績評価基準を明示した。また、全科目の成績

評価の分布について学務委員会にて検証した。

b  ｂ 

（３）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の適切な配置と教育力の向上 
（ア）教育研究体制の充実ときめ細やかな指導体

制を実現するため、専任教員を増員し、適切

な配置を行い、教育力の向上を図る。 

17  専任教員を視覚デザイン学科に 1 人、建

築・環境デザイン学科に 1 人増員する。 
視覚デザイン学科に 1 人、建築・環境デザイン

学科に 1 人の専任教員を新規採用し増員した。 
b  専任教員を新たに採用するなど、教員の負担軽減と

教育水準の向上に向け取り組んでいる。 
ｂ 
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（イ）ファカルティ・ディベロップメント活動（教員の

教育力を向上させるための組織的な取り組み）

の推進により、優れた教育方法の共有化を図

り、教育水準の向上に努める。 

（ウ）各分野のデザインの 前線で活躍する人材

の積極的な活用を図る。 

18  教育水準の向上を目標としたファカルティ

ディベロップメント研修会を実施する。 
平成 26 年度カリキュラム検証のためのファカ

ルティ・デベロップメント（FD）3 回、大学院再構

築にかかる FD1 回、障がい学生支援に関する

FD1 回を含む合計 7 回の FD 研修会を実施し

た。 

b  ｂ 

19  プロダクトデザイン、視覚デザイン、美術・

工芸、建築・環境デザインの各分野において

前線で活躍する人材を非常勤講師として採

用する。  

現役デザイナー・アートディレクター、作家、建

築家等、多方面で活躍中の 153 人を非常勤講

師として採用した。 

a 最前線で活躍する多くの非常勤講師を採用し、教育

水準の向上に取り組んでいる。 
ａ 

イ 教育環境の整備 
（ア）「キャンパスまるごとデザインの教材」というコ

ンセプトのもと、学生の創造性を引き出す優れ

たデザインの施設設備を充実する。 

（イ）工房、アトリエ、スタジオ、コンピュータ室等

の施設設備、パソコンのソフトウェアなどの計

画的な整備を行うとともに、学生の自主的な制

作活動を支援する体制を整備する。 

20  名作椅子の設置を拡充するほか、機器の

老朽化、技術革新による陳腐化に対応するた

めの設備の更新を行う。 

アームチェア 41・Paimio、カッシーナ アーム

レスチェアなど、名作椅子の設置について拡充し

た。 
また、老朽化した視覚デザインアトリエの机・椅

子の入替えを実施した。什器の選定に当たって

はデザイン面にも配慮した。 

b  ｂ 

21  平成 26 年度カリキュラムの進行に伴い不

足となった制作スペース拡充のため、第 2 アト

リエ棟の増築を行う。 
また、 新の教育・研究環境となるようコンピ

ュータ演習室のコンピュータを更新するほか、

教育・研究に必要なコンピュータソフトウエアで

あるアドビ Creative Cloud 及びマイクロソフト

Office を継続して提供する。 

制作スペース拡充のため、4 つの工房を配置

する第 2 アトリエ棟 B を建築した。建築に当たっ

ては学内で議論を重ね、色評価用の LED 照明

の採用、壁や天井の断熱効果向上、既存アトリエ

棟とのデザインの統一など、細部にも配慮した。 
また、アドビ Creative Cloud 及びマイクロソフ

ト Office を継続して提供し、アドビ Creative 
Cloud についてはモバイル連携を提供するな

ど、機能の拡張も行った。 

a  第２アトリエ棟Ｂの建築において、既存のアトリエ棟と

同様の仕様とするのではなく、学内での議論を踏まえ

て、機能性や快適性を向上させた施設とし、教育環境

の充実に取り組んでいる。 

 また、動画編集やウエブデザイン用のコンピュータソ

フトウエアを継続的に提供するだけでなく、スマートフォ

ンやタブレットからでも作業できるよう利便性の向上を

図っており、ソフトの面からも質の高い教育環境の整

備に取り組んでいる。 

ａ 

ウ 教育活動の評価及び改善 
教育活動に対する自己点検・評価、外部評価

などについては、全学的な実施体制を整備する

とともに、学生による授業評価アンケートを定期

的に行い、教育活動の改善に反映させる。 

22  授業評価アンケートを実施し、結果に対し

てのコメントを学生に返すとともに、内容の分

析を行う。 

全科目の 終授業で授業評価アンケートを実

施した。アンケート集計結果に対しては担当教員

のコメントを付し、学生用ポータルサイト「パレッ

ト」で公開した。 
また、授業評価アンケート結果検討会議を開

催し、結果内容の検証を行った。 

b 今後も学生の評価を教育活動の改善に反映される

よう努められたい。  

また、学生の満足度の向上のみならず、教育水準の

向上のためにも教員の満足度向上にも取り組まれた

い。 

ｂ 
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（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学修支援 
（ア）担任制度やオフィスアワー制度（授業内容

や進路に関する質問・相談に対して教員が個

別に応じる制度）を活用して、きめ細やかな履

修相談を行う。  

（イ）学生に対し、日本学生支援機構奨学金をは

じめとする各種奨学金制度について、きめ細

やかな情報提供を行う。 

（ウ）優秀な学生に対して奨励金を伴う表彰制度

を実施する。 

（エ）学生の自主的な活動（作品展示、コンペへ

の出品など）の奨励・支援を保護者会、校友会

と連携し行う。 

23  担任制度やオフィスアワー制度を活用し、

履修登録期間における履修相談を充実する。

また、学生用ポータルサイトを利用して学生の

出席状況等を総合的に把握し、必要に応じて

随時履修指導を行う。 

1､2 年次はホームルーム担任、3 年次はコース

担当教員、4年次は卒業研究指導教員が担当学

生の履修相談や生活指導を行った。オフィスアワ

ーは全教員が週 1 コマ（90 分）程度を設定し、パ

レット上でその時間帯を公開した。また、パレット

を活用して教職員が学生の履修、出席、成績等

の情報を共有し、出席不良の学生に対しては、

パレットで呼び出し履修指導を実施した。学業不

振の学生に対しては、担当教員と学務課職員が

連携して問題解決に向けた支援を実施した。 

b  ｂ 

24  経済的理由により修学することが困難で、

人物及び学業成績がともに優秀である学生に

対し、授業料半期分を減免する。 

長岡造形大学授業料減免規程に基づき、31
人に対して後期分授業料を減免した。 

b  ｂ 

25  全学生に向け、学生用ポータルサイトで随

時、各種奨学金の情報を提供する。 
日本学生支援機構の奨学金募集に関する説

明会を実施した。また、パレットを通じて、奨学金

情報を随時配信した。 

b  ｂ 

26  人格にすぐれ、学業成績が特に優秀であ

る学生に副賞を伴う長岡造形大学優秀学生賞

を授与する。 

長岡造形大学優秀学生賞規程に基づき、学

部 12 人の学生を表彰し、副賞として報奨金を贈

呈した。 

b  ｂ 

27  校友会の学生活動助成金の周知を充実

し、利用を促進する。 
校友会の学生活動助成金の周知のためのリー

フレットを大学事務局内に設置した。平成 28 年

度助成金利用団体は 2 件合計 275 千円。 
①arc. - NID Architecture Circle -（大学祭

における新しい屋台デザイン材料費を助

成） 
②バドミントン部（大会参加費、ラケットなどの

備品購入費を助成） 

b  ｂ 

イ 生活支援 
（ア）学生生活実態調査を実施し、学内生活環

境、課外活動に対する要望などを把握し、改

善を図る。 

（イ）学生の心身の健康と生活上のさまざまな悩

みに対して、職員、医務室職員、専門のカウン

セラーとの連携を図り、支援体制の充実を図

る。 

28  学内生活環境、課外活動に対する要望な

どを把握し改善するために、学生生活実態調

査を実施する。 

無記名の学生生活実態調査を実施し、意見に

対しての改善案を公開した。要望の多かったデ

ジタルデザインアトリエのプリンターの買替えなど

は、平成 29 年度以降順次実施することとした。 

b  今後も学生生活実態調査を活用し、学内生活環境の

改善に取り組まれたい。 
ｂ 

29 予約制で専門のカウンセラー（臨床心理士）

を配置する。 
毎週水、木曜日及び隔週金曜日にカウンセラ

ーによる学生相談を実施し、延べ 223 人の相談

を受けた。 
また、カウンセラーと学務課職員が連携し、必

要な支援を行った。 

b  カウンセリングを受けやすい環境づくりを行い、カウン

セラーと大学職員が垣根なく連携を行っている。 
ｂ 

30  障がい学生を支援するため、修学特別支

援室を設置する。 
修学特別支援室を設置し、7 人の学生につい

て支援を行った。 
b  法令に基づき障がい者支援を推進するため、新組織

を設置し、支援を行っている。 
ｂ 
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 ウ 就職・進学等支援 
（ア）学生が進路選択や将来設計を考えるための

キャリア教育を低学年から実施し、インターン

シップ制の導入や就職活動に必要なスキルア

ップのための講習会などを開催する。 

（イ）全学年を通した担任制度を活用し、学生が

就職、起業、進学、留学などの進路目標を明

確に持てるよう必要な助言・指導を行う体制を

充実する。 

（ウ）キャリア形成の支援に対する指導力を強化

するため、教員向けセミナーなどを実施する。 

（エ）「キャリアデザインセンター」を新たに設置

し、キャリア形成支援体制や各種情報発信体

制の充実を図る。 

31  進路選択で重要となるインターンシップの

効果的な運用のため、低学年からインターン

シップ実践のためのマナー講座を実施する。

また次年度以降の参考にしてもらうため、イン

ターンシップの意義や効果について参加学生

が発表を行う。 

大学と企業が連携して実施する公募型のイン

ターンシップを開始した。 
マナー講座を開催し、学生はインターンシップ

に必要なマナーについて、基礎から実践的な内

容までを学んだ。また、2 年生の授業内で、3 年

生によるインターンシップ参加報告を行い、その

重要性を認識させた。 

a 大学が企業と学生をマッチングする公募型のインタ

ーンシップに新たに取り組むなど、大幅に参加者が増

えている。 

市内企業においても、就職につながるインターンシッ

プに期待していることから、今後も積極的に取り組まれ

たい。 

ａ 

32  インターンシップ向けのポートフォリオ講座

の他に、デザイン業界別のポートフォリオ講座

を実施する。またポートフォリオのレベルアップ

を目的とし、制作したポートフォリオの添削を行

う講座を実施する。 

ポートフォリオ講座については、基礎編、応用

編及び個別アドバイス会を行った。 
また、ポートフォリオを用いたプレゼンテーショ

ン講座を実施した。 

b  ｂ 

33  就職活動で苦戦している学生に対して、担

当教員が効果的な指導を行うため、キャリアデ

ザインセンターで得られた学生の就活情報、

面談内容の情報提供を行う。 

効果的な就職指導を行うため、キャリアデザイ

ンセンターで把握した学生の就職活動状況及び

面談内容を担当教員に提供した。 

b  ｂ 

34  業界研究、企業研究を目的とし、職員と教

員が協力して企業を訪問する。訪問した内容

は他の教員と共有するために、報告会を実施

する。 

業界研究、企業研究に加え、インターンシップ

実施状況の確認のため、教職員が企業訪問を行

った。訪問内容はFDにおいて報告し、教職員で

情報を共有した。 

b  ｂ 

35  キャリア形成の支援に対する指導力を強化

するため、教員を対象としたセミナーを年 2 回

以上実施する。 

全教員に対して 2 回の就職に関する FD を行

うとともに、各学科において就職支援の現状につ

いて情報共有と課題の検討を行った。 

b  ｂ 

36  企業と学生の相互理解によるマッチングを

支援するため、求人企業にはパンフレットや訪

問により修学内容、就職実績等を紹介し、学

生には業界研究セミナー等により求人企業と

接する機会を設ける。 

企業向けパンフレットを作成し、4,344 社に発

送した。 
また、低学年から参加可能な 42 社による業界

研究セミナー、59 社による単独企業説明会を学

内にて実施し、学生と企業とが接する機会を設け

た。 

b 企業向けパンフレットの発送企業や、単独企業説明

会を、昨年度に比べ大幅に増加させるなど、学生と企

業が接する機会を積極的に設けている。 

a 

37  支援を希望する既卒生の就職相談及び求

人紹介等を行う。 
ホームページで既卒生への就職相談及び求

人紹介等の支援内容を公開することにより、前年

の件数を上回る相談対応を行った。 

b  在学生に対する支援だけでなく、既卒生に対してもホ

ームページに支援内容を公開するなど積極的な支援

を行い、既卒生をフォローしている。 

ａ 

【教育の成果に関する指標の目標値】 

 志願倍率 3 倍 

<志願者/募集定員(一般)>：毎年度 

【1】志願倍率 3 倍  
<志願者/募集定員(一般)> 

志願倍率 6 倍 
<志願者 787 人/募集定員 130 人（一般）> 

a 目標値を大幅に上回る。 ａ 
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教員一人当たりの学生数 20 人 

<収容定員/専任教員>：毎年度 

【2】教員一人当たりの学生数 20 人 
<収容定員/専任教員> 

教員一人当たりの学生数 20 人  
<収容定員 920 人/専任教員 46 人> 

a 目標値に達している。 ａ 

前線で活躍する民間人の登用件数 60 人 

：毎年度 

【3】 前線で活躍する民間人の登用件数 60 人 現役デザイナー・アートディレクター、作家、建

築家等、多方面で活躍中の 153 人を非常勤講

師として採用した。 

a 目標値を大幅に上回る実績が認められる。  ａ 

学生の授業内容満足度 4.0 以上 

<5 段階評価>：毎年度 

【4】学生の授業内容満足度 4.0 以上 
<5 段階評価> 

学生の授業内容満足度 4.38 
<5 段階評価> 

毎年全科目において実施する授業評価アンケート（5

段階評価）での設問「授業指導内容に満足できました

か」に対しての回答 

a 目標値を上回る実績が認められる。  ａ 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価 評価委員による評価結果 

計画の実施状況 評価区分 評価のポイント、委員確認事項 評価区分 

（１）研究水準及び研究の成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 学際的な領域にわたる「デザイン学」の確立

を目指し、大学院の研究体制を再構築する。 

イ 実践的な研究を進めるため、学外での設計、

制作、研究などのうち研究水準の向上につな

がると判断されるものについて積極的に支援

する。特に、地域社会の課題解決に関する研

究に対して重点的に資金を配分する。 

ウ 高等教育機関、研究機関及び企業等との共

同研究などを推進する。 

エ 研究成果を体系的に蓄積するため、研究成

果をデータベース化し、ホームページなどを通

じて発信する。 

38  大学院の研究体制について再検討し、新

たな方針を決定する。 

大学院を本務とするイノベーションデザイン領

域担当及び研究論文指導担当の計 2 人の新規

教員採用計画を決定し、大学院における研究指

導体制を強化することとした。 
また、学位審査要件を改め、特定の課題につ

いての研究の成果（作品制作）においては研究

副論文を課すこととし、研究論文指導担当教員

はその指導にあたるものとした。 

a  大学院の研究体制について、方針の決定のみなら

ず、大学独自の学位審査要件の決定や、教員採用計

画の決定など、具体的な体制づくりに取り組んだ。 

a 

39  研究推進委員会にて、研究組織の見直し、

研究環境整備、競争的研究資金の獲得促進

を行う。 

研究推進委員会にて競争的研究資金獲得に

向けた FD を計画し、実施した。 
b  ｂ 

40  地域社会の課題解決に関する研究に対し

て重点的に研究費を配分する。 

地域における課題の実証又は解の先駆的研

究に対して優先的に予算を配分するため、特別

研究費の申請・配分マニュアルを整備した。平成

28 年度は合計 5 件に対し総額 8,520 千円を配

分した。特別研究のテーマは以下のとおり。 
①地方都市中心市街地におけるデザイン・アー

トワークの役割 
②ソーラーパネルの雪国における効率と設置方

法の調査研究 
③中学生への建築教育 
④近代における震災被害記録の研究 
⑤地域の伝統的な祭りにおける紙と絵具で作ら

れた立体物の素材と制作の研究 

b 地域社会の課題解決に関する研究に対し、優先的

に予算の配分が行われている。  

今後も、地域における課題解決に努められたい。 

ｂ 

41  高等教育機関、研究機関及び企業等との

共同研究に対して重点的に研究費を配分す

る。 

高等教育機関、研究機関及び企業等との共

同研究を推進するため、特別研究費の申請・配

分マニュアルを整備するとともに、平成28年度は

以下の 2 件について予算を配分し、共同研究を

実施した。 
①ソーラーパネルの雪国における効率と設置方

法の調査研究（長岡技術科学大学教員との

共同研究） 
②中学生への建築教育（新潟大学教員との共

同研究） 

b  ｂ 

42  データベース化した研究業績をホームペー

ジを通じて公開する。 

研究業績情報管理システム「研究業績プロ」に

より、研究業績を学外に公開した。 
b  ｂ 
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（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 市民、産業界、高等教育機関、行政機関な

どとの連携強化及び共同研究を推進するた

め、研究力の向上を図る支援体制を整備す

る。 

イ 高等教育機関との連携を図ることにより、研究

者の相互交流及び教育・研究資源の相互活

用を推進する体制を整備する。 

ウ 科学研究費補助金など競争的研究資金の獲

得のため、組織的な取り組みを行うとともに、研

究成果については評価を行い、優れた成果に

対する顕彰制度を設ける。 

エ 知的財産権の取得と管理・活用を積極的に

行うための体制を整備する。 

43  デザインマネジメント研究会を設立し、共同

研究や共同開発を行う体制をつくる。 

デザインマネジメント研究会を 4 月に設立し、

平成 28 年度は 54 社 127 人の入会を得た。 
主に経営者層を対象に全 8 回のデザインマネ

ジメント講座を実施し、経営資源としてのデザイン

の価値を伝える取組を行った。 
実務者向けには、デザイン思考を活用するた

めの基礎講座に続き、活用の手法を学ぶため、

表現技術及びモデリングのワークショップを実施

した。 
また、デザイン研究開発では以下の 12 件の研

究を受託した。 
①新潟県次世代自動車産業振興事業デザイン

制作業務 
②新潟県次世代自動車産業振興事業プロモー

ションツール制作業務 
③まちなか建物更新等調査研究委託業務 
④平成 28 年度鍛冶ほか工場歴史的建造物調

査 
⑤平成 28 年度歴史的建造物詳細調査 
⑥長岡伝統技コラボ商品コンサルティング事業

業務 
⑦独居老人見守りシステム見守りセンサー箇体

デザイン・試作業務 
⑧アロマディフューザーの実用性構造デザイン

業務 
⑨小千谷市歴史的建造物調査業務 
⑩北越銀行六日町支店デザインに関するアド

バイス業務 
⑪歴史的建造物調査報告書編集業務 
⑫機那サフラン酒本舗歴史的建造物詳細調査

業務 

a 多くの企業から賛同を得て、デザインマネジメント研

究会を設立し、講座やワークショップを開催した。 

今後も市民、産業界、高等教育機関、行政機関など

と連携した共同研究や研究支援体制の整備を進めら

れたい。 

ａ 
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  44  ３大学１高専、ハワイ大学との協力により、

研究者の交流やワークショップを実施する。 

まちなかキャンパス長岡において、3 大学 1 高

専の教員等が交流して講座運営を行った。 
また、ハワイ大学建築学部との交流を以下のと

おり実施した。 
①ハワイ大学建築学部ジュディス・シュティルゲ

ンバウアー准教授による特別講義（平成 28
年 4 月 22 日本学にて実施） 

②本学建築・環境デザイン学科渡邉誠介教授

による特別講義（平成 28 年 9 月 12 日ハワイ

大学にて実施） 
③ハワイ大学建築学部カーラ・シエラルタ助教

による特別講義（平成 29 年 2 月 13 日本学に

て実施） 
④本学建築・環境デザイン学科上野裕治教授

による特別講義（平成 29 年 2 月 23 日ハワイ

大学にて実施） 
⑤学生の共同ワークショップ「ピースメモリアルワ

ークショップ」（平成 29 年 2 月 13 日～17 日

本学にて実施、平成 29 年 2 月 20 日～24 日

ハワイ大学にて実施） 

a  平成２７年度に交流協定を締結したハワイ大学と、締

結２年目にも関わらず多くの相互交流を実施した。 

 

ａ 

45  競争的研究資金への応募件数の増加を図

るため、特別研究費の申請条件として、外部

競争的研究資金への応募を必須とする。  

特別研究費の申請条件として、外部競争的研

究資金への応募を必須とした。結果、以下の2件

が競争的資金を獲得した。 
①ソーラーパネルの雪国における効率と設置方

法の調査研究（LIXIL 住生活財団研究助

成、1,200 千円） 
②中学生への建築教育（科学研究費助成事

業、700 千円） 

b  今後も自己収入の増大に向け、競争的研究資金の

獲得を図られたい。 
ｂ 

46  研究推進委員会にて研究成果に対する評

価制度を検討する。 

研究推進委員会にて研究成果に対する評価

の指標について検討した。 
b 優れた研究成果を適切に評価するための顕彰制度

に引き続き取り組まれたい。 
ｂ 

47  外部団体と連携し、現在所有しているシー

ズ（新しい時計のデザイン、地産地消モビリテ

ィ等）のプロジェクト化を目指すとともに、カタチ

の未来館を他大学の同様の知財データベー

スとの共同運用について検討する。 

独 立 行 政 法 人 工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館

（INPIT）産学連携知的財産アドバイザー派遣事

業の支援により、地元企業との連携研究の事業

化を目指すプロジェクト（地産地消モビリティ）を

行い、平成 29 年度の継続支援が決定した。 
また、教員、学生の作品データベースである

「カタチの未来館」は、開設からの学外登録者数

が約 80 人であり、また作品に関する照会はない

ため、当面は単独運用することとした。 

a  外部機関（INPIT）の審査を通過し、支援の継続を獲

得するなど、地元企業と連携して所有するシーズの商

品化に取り組んでいる。 

a 
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【研究の成果に関する指標の目標値】 

 教員研究成果発表・作品展 2 回 

：毎年度 

【5】教員研究成果発表・作品展 2 回 

 

教員研究成果発表・作品展 3 回 
研究紀要、市民オープンキャンパスにおける教員作品

展、新潟日報メディアシップにおける教員成果展  

a 目標値を上回る実績が認められる。 ａ 

地域貢献に関する研究・プロジェクト数 10 件 

：毎年度 

【6】地域貢献に関する研究・プロジェクト数 10 件  地域貢献に関する研究・プロジェクト数 18 件 
デザイン開発研究受託研究 12 件、特別研究のうち地

域に密着した研究 3 件、市民オープンキャンパス、長

岡市中学校美術部作品展、ヤングアート長岡 2017 

a 目標値を大幅に上回る実績が認められる。 ａ 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況等 評価区分 計画の実施状況等 評価区分 

（１）地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 新たに「地域協創センター」を設置し、企業、

ＮＰＯ、行政などと大学が連携した各種活動を

推進、強化する。 

イ 市民を対象とした生涯学習の場として、さまざ

まなデザイン領域を対象にした公開講座、市

民ニーズに応じた短期・長期の造形講座、科

目履修制度など社会人が学習できる機会を拡

充する。 

ウ 行政の審議会や委員会への教員の派遣など

により、大学の専門的知識を生かして行政に

対する助言・提言を行う。 

エ 「地域で学び、地域を育てる」ことを目的とす

る実践的な演習・実習科目を強化する。 

オ 長岡産業デザイン研究会、長岡産業活性化

協会ＮＡＺＥ、にいがた産業創造機構などの活

動に積極的に参画し、地場産業界、伝統産業

界のニーズの把握や学生作品の商品化、知

的財産に関する取り組みや情報交換を図る。 

48  外部団体と地域協創センターの連携を更

に強め、「産業の振興」、「まちづくり推進」、

「生涯学習・文化活動の支援」に関する事業を

推進する。 

地域のあらゆるデザインニーズを一元的に受

け止め、本学の教育研究活動と地域貢献との結

び付きを 適化するプラットホームとして地域協

創センターを位置づけ、企業や自治体、コミュニ

ティ、NPO 等と協働して課題解決に取り組んだ。 
①地域協創演習 
②長岡市中学校美術部作品展 
③市民のためのオープンキャンパス 
④ヤングアート長岡 
⑤ホノルルフェスティバル 
⑥市民工房 
⑦こどもものづくり大学校 
⑧まちなかキャンパス長岡 
⑨夢づくり工房 in 長岡造形大学 
⑩長岡造形大学美術勉強会 
⑪だいしアカデミー 
⑫中学生への建築教育 
⑬市民公開講座 

b  ｂ 

49  地域協創センターを窓口に、長岡市、なが

おか・若者・しごと機構等と連携し「長岡リジュ

ベネーション～長岡若返り戦略～」に基づく、

中心市街地活性化事業、企業の新商品開発

事業、地域おこし事業、生涯学習推進事業等

の各種事業を実施する。 

長岡市及びながおか・若者・しごと機構と協議

の上 14 件の連携事業を企画し、授業、デザイン

研究開発、ものづくり講座等により実施した。 
なお、大学と機構の連携を強化するため、大

学から職員を 1 人派遣した。 

a 市と連携し、地方創生に寄与するプロジェクトに積極

的に関与している。 

 若者自らが魅力を生み出すまちの実現に向け、今後

も市との連携を推進されたい。 

ａ 

50  長岡市の歴史的建造物調査等、自治体か

らの委託による文化財等の地域資源調査を行

う。 

平成 19 年度以降続く長岡市の歴史的建造物

悉皆調査、その他詳細調査の報告書を編集する

業務を受託した。また、三条市及び小千谷市か

ら、登録有形文化財の指定や有効活用に向けた

調査業務を受託した。 

b  ｂ 

51  みしま竹あかり街道、小国町活性化事業

等、NPO やコミュニティとの連携による地域活

性化活動を推進する。 

地域協創演習やボランティア実習等におい

て、NPO やコミュニティと協力し、授業成果と地

域活性化の連携を図った。 

b  ｂ 

52  市民に本学教育内容への理解を深めても

らい、地域社会との連携を更に進めるために

市民をターゲットとした「市民オープンキャンパ

ス」を開催する。 

平成 28 年 10 月 22 日、23 日に市民オープン

キャンパスを全学規模で実施し、学科企画、学生

企画による講義や体験講座、卒業生の仕事内容

や制作実績を展示したデザイン博覧会等を行っ

た。 
なお、2 日間で約 3,900 人が来場した。 

a  市民オープンキャンパスでは、新たに学生企画によ

る講義を実施するなど、大学への理解を深める取り組

みを推進している。 

ａ 
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53  開設から 5 年が経過した市民工房につい

て、現在の講座の上位に位置する講座の開設

を検討する。この上位講座の内容は本学の正

規カリキュラムとの連携についても検討する。 

市民工房の上位講座として、専任教員が講師

を務める講座の実施可能性を検討した。現状で

はカリキュラムや研究活動との調整が容易ではな

く、講座内容や講師選定、運営体制等を含めた

中期的な検討を要することから、当面は現行の

講座を継続することとした。 

b  ｂ 

54  行政からの委嘱に基づき各専門分野の教

員を派遣する。 
各種委員会委員や講演会講師など合計 117

件 39 人の委嘱に応え、教員を派遣した。 
b  ｂ 

55  地域連携系科目（地域協創演習、インター

ンシップ、ボランティア実習）を開講する。 
地域協創演習では 12 プロジェクトを実施し、

延べ 199 人が受講した。 
ボランティア実習では、大学を通して実施する

公募型 3 プロジェクトに対し延べ 70 人が受講し、

学生が直接ボランティアに参加する自主活動型

では 15 人が参加した。 
インターンシップでは、公募型で 17 企業の募

集に対し延べ 66 人が参加し、自主活動型では

25 人が参加した。実施プロジェクト等は以下のと

おり。 
【地域協創演習】 
①オグニーリターンズ 
②摂田屋周遊企画し隊 
③秋山孝ポスター美術館長岡（APM） すず

め隊 
④越後みしま竹あかり街道 2016 
⑤棚田草刈りアート日本選手権 
⑥積雪地における新しい冬のレジャーの提案 

2 
⑦摂田屋こへび隊 
⑧長岡籐家具研究会 2016 
⑨長岡野菜フリーペーパーデザインの制作 
⑩村上木彫堆朱デザイン開発 
⑪「雪っ子の王国」での雪遊び企画 
⑫長岡開府 400 年小学生向けパンフレット制

作 
【ボランティア実習（公募型）】 
①「FUKUSHIMA SPEAKS アートで伝える

考える 福島の今、未来 in NAGAOKA」 
はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト報告

展×岡部昌生 被爆樹から被曝樹への運営

サポートボランティア 
②長岡花火フェニックスボランティア 
③釜石大学 
 
 

a 地域社会や企業と連携した地域協創演習を実施し、

昨年度と比べて学生の受講者数も増えている。  

また、その活動は情報発信にもつながり、メディアに

も多数取り上げられている。  

インターンシップでは、大学が企業と学生をマッチン

グする公募型に新たに取り組むなど、大幅に参加者が

増えている。 

市内企業においても、就職につながるインターンシッ

プに期待していることから、今後も積極的に取り組まれ

たい。 

ａ 
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【インターンシップ（公募型）】 
エコー金属（株）、グローカルマーケティング

（株）、（株）コロナ、三幸製菓（株）、（株）タカ

ヨシ、（有）団クリエイティブ、（株）新潟日報

社、ハーバーハウス（株）、（株）パブリシティ

コア、富士印刷（株）、（株）プレスメディア、

（株）明昌堂、アイアンオー（株）、（株）アイ・

オー・データ機器、（株）AOI Pro.、（株）あと

らす二十一、（株）ティ・エム・シー 
56  にいがた産業創造機構、長岡産業活性化

協会、北越銀行との協力によりデザインマネジ

メント研究会を立ち上げ、地場産業との連携を

強化し共同研究・共同開発につなげる。また、

長岡産業活性化協会と協力し、卒業研究・修

了研究の作品の商品化を目指す。 

デザインマネジメント研究会を 4 月に設立し、

平成 28 年度は 54 社 127 人の入会を得た。 
主に経営者層を対象に全 8 回のデザインマネ

ジメント講座を実施し、経営資源としてのデザイン

の価値を伝える取組を行った。 
実務者向けには、デザイン思考を活用するた

めの基礎講座に続き、活用の手法を学ぶため、

表現技術及びモデリングのワークショップを実施

した。 
また、授業等での学生作品が、企業等と連携

して商品化されることとなった。 
①KOITTEN（村上木彫堆朱のブックカバー）

②むムｍ第 2 弾（村上観光ブック） 
③ふくら（小国和紙を使用したぽち袋） 
④三条の芋なかま（焼き菓子の包装紙、箱の

パッケージデザイン） 

a 多くの企業から賛同を得て、デザインマネジメント研

究会を設立し、講座やワークショップを開催した。 

授業等での学生作品が、企業への企画提案のみな

らず商品化まで到達するなど、目に見える成果を上げ

ている。 

ａ 

（２）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 市内保育園・幼稚園、小・中学校や県内外の

高等学校に対して、デザインやものづくりの継

続的・体系的に学べる講座の開催や出張講

義、講師派遣事業を実施する。 

イ 県内高等教育機関によるコンソーシアムや市

内高等教育機関による包括連携を通じ、さま

ざまな分野において、より専門的な視点による

まちづくりや産業振興、人材育成に取り組む。 

ウ 地域の芸術・文化機関と連携し、市民の文化

活動の活性化と人材の育成を進める。 

57  小学生を対象とした「こどもものづくり大学

校」、中高校生を対象とした「美術勉強会」を実

施する。また、市内中学校美術部の制作活動

の支援を行う他、長岡市教育センターの研修

への支援等を行う。 

小学校 3 年から 6 年の 156 人を対象に、彫

刻、陶芸、ガラス等をテーマに全 10 回の講座を

実施するとともに、新潟県立近代美術館でその

成果を発表した。 
美術勉強会は、版画とガラス細工の講座を実

施し、中高生 23 人が参加した。 
また、長岡市中学校美術部作品展は新潟県

立近代美術館に 16 校 256 点の作品を展示し、

本学教員が講評を行った。 
その他、長岡市教育センターの研修に講師を

派遣した。 

b  次代を担う小中学生に対し、デザインやものづくりへ

の興味を生む機会を積極的に創出している。 
ｂ 
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58  ４大学メディアキャンパスで新潟青陵大学、

新潟青陵短期大学、新潟薬科大学と共同で

公開講座やサテライトキャンパスサミットを行

う。まちなかキャンパスの講座運営に市内高等

教育機関と協力して取り組む。 

4 大学メディアキャンパス事業では、合同でサ

テライトキャンパスサミットを実施した。 
キャリア部会では、幹事校として、新聞を読む

ことの重要性を伝える大学生向け講座を行い、

約100 人が参加した。また、教育研究部会のメデ

ィアキャンパス連携講座では、専任教員2 人が一

般市民向け文化・教養講座の講義を行い、65 人

が参加した。 
まちなかキャンパス長岡には、講師に本学学

長ほか 8 人の専任教員を派遣した。 

b  ｂ 

59  長岡市教育委員会との連携により熱中・感

動・夢づくり事業を支援、新潟県立近代美術

館との連携により中学校美術部作品展、こども

ものづくり大学校作品展の開催、第四銀行が

実施するだいしアカデミーへの協力などを実

施する。 

熱中・感動・夢づくり教育-夢づくり工房 in 長岡

造形大学では、4 講座で小学生 182 人が受講し

た。 
中学校美術部作品展では、16 校 256 点の作

品を、こどもものづくり大学校作品展では、358 点

を新潟県立近代美術館に展示した。 
また、だいしアカデミー美術講座には、親子約

40 人の参加があった。 

b  ｂ 

【地域貢献の成果に関する指標の目標値】 

 地域貢献に関する研究・プロジェクト数 10 件 

：毎年度［再掲］ 

【7】地域貢献に関する研究・プロジェクト数 10 件 地域貢献に関する研究・プロジェクト数 18 件 
[再掲] 

デザイン開発研究受託研究 12 件、特別研究のうち地

域に密着した研究 3 件、市民オープンキャンパス、長

岡市中学校美術部作品展、ヤングアート長岡 2017 

a 目標値を上回る実績が認められる。 ａ 

 市民工房受講者数 延べ 500 人 

：毎年度 

【8】市民工房受講者数 延べ 500 人 市民工房受講者数 延べ 587 人 
ガラス講座 215 人、陶芸講座 132 人、純銀アクセサリ

ー講座 59 人、染織講座 61 人、漆芸講座 120 人 

a 目標値を上回る実績が認められる。 ａ 

 小学生を対象とする講座受講者数 延べ 150 人 

：毎年度 

【9】小学生を対象とする講座受講者数 延べ 150
人 

小学生を対象とする講座受講者数 156 人 
こどもものづくり大学校 156 人 

a 目標値を上回る実績が認められる。 ａ 
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第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 

 ４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況等 評価区分 計画の実施状況等 評価区分 

 （１）既存の交流協定締結校の交流内容を見直

すとともに、長岡市の国際姉妹都市にある大

学と交流・連携を図る。 

60  前年度協定を締結したハワイ大学建築学

部と相互に教員を派遣しての特別講義、学生

の共同ワークショップを実施する。 

ハワイ大学建築学部との交流を以下のとおり

実施した。 
①ハワイ大学建築学部ジュディス・シュティル

ゲンバウアー准教授による特別講義（平成

28 年 4 月 22 日本学にて実施） 
②本学建築・環境デザイン学科渡邉誠介教授

による特別講義（平成 28 年 9 月 12 日ハワ

イ大学にて実施） 
③ハワイ大学建築学部カーラ・シエラルタ助教

による特別講義（平成 29 年 2 月 13 日本学

にて実施） 
④本学建築・環境デザイン学科上野裕治教授

による特別講義（平成 29 年 2 月 23 日ハワ

イ大学にて実施） 
⑤学生の共同ワークショップ「ピースメモリアル

ワークショップ」（平成 29 年 2 月 13 日～17
日本学にて実施、平成 29 年 2 月 20 日～

24 日ハワイ大学にて実施） 
また、平成 28 年 11 月 26 日にイギリスのノリッ

チ芸術大学と交流協定を締結した。 

a  平成２７年度に交流協定を締結したハワイ大学と、締

結２年目にも関わらず多くの相互交流を実施した。 

また、ノリッチ芸術大学とも交流協定を締結するな

ど、国際交流の推進を図っている。 

 

ａ 

 （２）給付奨学金制度や授業外での語学教育制

度を構築し、海外大学への派遣学生の増加を

図る。 

61  学生の国際交流を支援するための給付奨

学金制度を整備する。 
長岡造形大学国際交流事業支援奨学金規程

の運用を開始した。平成 28 年度は 9 人に対し、

合計 388 千円の奨学金を給付した。 
①漢陽大学サマースクール 2 人 
② 第 6 回 学 生 平 和 交 流 プ ロ グ ラ ム in 

Honolulu 2 人 
③ハワイ大学との共同ワークショップ 5 人 

b 短期の国際交流のみならず、学生にとって実効性が

高い長期的な留学の増加策にも取り組まれたい。 
ｂ 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況等 評価区分 評価のポイント、委員確認事項 評価区分 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

 （１）理事会、経営審議会、教育研究審議会など

の役割分担を明確にするとともに、理事長、学

長のリーダーシップのもと各機関が相互に連

携した機動的な組織運営を行う。 

62  機動的な組織運営を図るため、理事会、経

営審議会及び教育研究審議会について定期

的な開催を検討する。 

理事会、経営審議会を6月、11 月、3 月、教育

研究審議会を 6 月、12 月、3 月それぞれ 3 回実

施した。 

b  b 

（２）理事、経営審議会及び教育研究審議会委員に、

学外の有識者を登用し、専門的知見を活用する。 

63  理事及び２審議会（経営審議会、教育研究

審議会）委員に登用している学外有識者から

幅広く意見を取り入れる。 

理事に 2 人、経営審議会に 4 人、教育研究審

議会に 2 人の学外有識者を登用し、専門的知見

を活用した。 

b  b 

（３）法人監事などによる業務運営や予算執行状

況の監査機能を強化し、業務運営の改善を図

る。 

64  内部監査及び監事監査を実施し、適正な

業務運営と改善を行う。 
適正な業務運営と改善のために内部監査及

び監事監査を実施した。内部監査においては就

職支援及び支出（物品）について実施した。 

b  b 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

 （１）社会ニーズの変化に対応し、効果的な教育・

研究を推進するため、学部、研究科、研究機

関の再編など教育研究組織の在り方を不断に

検証し必要な改善を図る。 

65  大学院造形研究科の拡充を図るため、副

研究科長を新たに任命するとともに、事務局に

大学院事務室を新設する。  

新たに 2 人の副研究科長を置き、また大学院

事務室を設置して大学院拡充のため、以下の内

容について見直した。 
・研究領域の構成 
・カリキュラム 
・ディプロマポリシー 
・研究指導体制 
・入学試験制度 
・環境整備 

a  大学院造形研究科の拡充を図るため、2 人の副研究

科長を任命している。 

 また、大学院事務室の設置において、次長級職員を

リーダーとする 3 人の職員を配置するなど、組織体制

の整備を行い大学院の改革に取り組んでいる。 

 

a 

（２）自己点検・評価はもとより、第三者評価機関

による外部評価の結果に基づき、教育研究組

織を客観的、合理的に改善する。 

66  大学基準協会による認証評価及び公立大

学法人評価委員会による法人評価の指摘事

項の改善を図る。 

大学基準協会による認証評価及び公立大学

法人評価委員会による法人評価の指摘事項の

改善を図るため、総務委員会にて対応を検討し

た。なお、指摘事項であった大学院について、研

究領域の構成、新カリキュラムの策定等の改善を

図った。 

b  b 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

 （１）職員の意欲、適性などを適切に反映した人

事制度の構築に取り組む。 

67 職員の採用、昇任、昇格に関する基準を段

階的に整備する。 
教員及び職員の採用、教員の大学院担当基

準について見直しを行い、基準に基づき任用し

た。 

b  b 

（２）職員の能力と実績を総合的に評価する制度

を構築し、評価結果が処遇などに反映する仕

組みを整備する。 

68 目標管理や評価面談について職員に対して

試行実施し、人事考課制度の導入準備を行

う。 

若手職員に対し職員業務日誌の記入を義務

付け、業務実績や問題点を把握した。 
c 職員の能力などを評価して処遇などに反映する仕

組みを整備するため、人事考課制度の導入について

検討を進められたい。 

c 

４ 事務の効率化及び合理化に関する目標を達成するための措置 

 （１）事務職員の職能や分野に応じた能力開発や

研修を積極的に推進する。 

69 公立大学協会等の機関が主催する業務別

等の各種研修会へ積極的に参加する。 
公立大学協会等の主催する講演会、業務別

の職員研修に約 70 件参加した。 
b  b 

（２）高い専門性が求められる分野の業務につい

ては、多様な雇用制度を導入し、適正ある人

材を配置することで事務の効率化を図る。 

70 嘱託職員に専門性に応じた複数の雇用形

態を設け、適性ある人材を配置する。 
地域連携及び学生の就職支援を担当する専

門職員を新たに配置した。 
b  b 
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（３）事務処理の効率性や合理性を高めるため、

外部委託を有効に活用する。 

71 公立大学協会メーリングリスト等を活用し先

進大学の動向について調査するとともに、事

務業務の効率化を図る。 

先進大学の動向について調査し、事務業務の

効率化について検討した。 
b  建物の改修に伴う設計や監理業務を外部に委託す

るなど業務の効率化に取り組んでいる。 
 今後も引き続き外部委託を有効活用するなど、事務

処理の効率化・合理化に取り組まれたい。 

b 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況等 評価区分 評価のポイント、委員確認事項 評価区分 

１ 経営の安定化に向けた自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 

 （１）実効性のある学生募集活動、教育内容・環

境の充実及び修学・就職支援の強化に対して

総合的に取り組むことにより、学生数を安定的

に確保する。 

72  学生を安定的に確保するため、教育研究、

地域貢献等の活動の実績などを受験生に伝

える広報活動をパンフレットの改善などにより

行う。  

総合パンフレットを大幅改訂した。進学相談会

49 回、高校内ガイダンス 50 回を実施したほか、

高校教員対象の大学説明会を 2 回開催し、本学

教育内容等について、積極的に広報活動を行っ

た。オープンキャンパスでは 2 日間延べ 2,305 人

の来場者があり、出願に結び付いた。 
志願者数 1,276 人（志願倍率 5.5 倍） 
入学者数 255 人 

a  総合パンフレットの大幅な改訂に加え、進学相談会

や高校内ガイダンスの開催回数を増加させるほか、単

独の高校ガイダンスを開催するなど高校側からの評価

も高く、積極的な広報活動に取り組んでおり、志願者

数・志願倍率を良化させている。 

a 

（２）学生納付金は、教育内容や社会情勢などを

反映した適正な水準となるように適宜見直す。

73  学生納付金は、財務状況や他大学の動向

などを勘案して金額を決定する。 
収容定員の充足状況、運営費交付金の交付

状況、他の公立大学の動向を総合的に判断し、

学生納付金を前年同額とした。 

b  b 

74  持続的に安定した財政運営を行うことを目

的に、平成 29 年度から 20 年間の長期財政運

営計画を作成する。 

現在の財政状況と課題を把握するとともに、今

後も持続的に安定した財政運営を行うための基

本方針を示した長期財政運営計画を作成した。 

b  受託研究の獲得や授業料、寄附金など、自己収入の

確保に取り組んでいる。今後も策定した長期財政運営

計画に基づき、持続的に安定した財政運営に取り組ま

れたい。 

a 

２ 経費の節減に関する目標を達成するための措置 

 （１）教材等の購入経費の節減を図るため、適切

な購入方法などについて検討する。 

－ 
 

－    

（２）設備管理等の委託については、契約期間の

複数年化など契約方法の見直しにより、維持

管理経費の削減を図る。 

75  複数年契約により経費節減効果のある契

約の調査と、平成 29 年度以降の契約締結の

検討を行う。 

複数年契約による経費節減に関して業者との

折衝を行い、平成 28 年度に 1 件、平成 29 年度

に 1 件の複数年契約を締結することとし、経費節

減を図った。 

b  b 

（３）経費節減と環境への配慮の面から、ＬＥＤ照

明などの省エネ機器の導入を計画的に進め

る。 

76  平成 28 年度の LED 照明化はアトリエ棟を

対象として実施する。 
アトリエ棟の 13 教室及び 1 階から 4 階の廊下

設置の照明を LED タイプに更新した。 
b  計画的に省エネ機器の導入が進められている。 b 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
 （１）定期的に学内の施設設備を調査点検し、維

持管理や更新を計画的に行う。 

77  平成 27 年度に策定した中長期修繕計画

に基づき、平成 28 年度はアトリエ棟屋根の改

修工事を実施する。 

中長期修繕計画に基づき、アトリエ棟屋根の

改修工事を実施した。 
b  中長期修繕計画に基づき、計画的な維持管理に取り

組んでいる。 
b 

（２）学内施設の地域開放を積極的に進めるとと

もに、実施方法や範囲、料金設定などのルー

ル作りを行う。 

 － －    
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第４ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況等 評価区分 評価のポイント、委員確認事項 評価区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

 （１）教育研究及び業務運営に対する評価の対

象・基準等を明確にし、学内組織の自己点検・

評価を全学的に実施する体制を構築する。 

－ －    

（２）自己点検･評価及び第三者評価機関による

外部評価の結果は積極的に公表するととも

に、教育研究活動や業務運営の改善に活用

する。 

78  自己点検・評価、第三者評価機関の意見

や評価結果に基づき、大学運営の改善に活

用する PDCA サイクルの確立に取り組む。 

長岡市公立大学法人評価委員会による法人

評価及び大学基準協会による認証評価に基づ

き、PDCA サイクルの確立に取り組んだ。 

b  b 

79  平成 27 年度に受けた大学基準協会による

実地調査を含めた評価結果を本学ホームペ

ージ等で公開する。 

平成 27 年度に受けた大学基準協会による評

価結果を本学ホームページにて公開した。 
b  b 

80  大学基準協会による認証評価及び公立大

学法人評価委員会による法人評価の指摘事

項の改善を図る。 

大学基準協会による認証評価及び公立大学

法人評価委員会による法人評価の指摘事項の

改善を図るため、総務委員会にて対応を検討し

た。なお、指摘事項であった大学院について、研

究領域の構成、新カリキュラムの策定等の改善を

図った。 

b  大学基準協会や当委員会からの指摘事項であった

大学院について対応を検討し、改善につなげている。 
b 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 （１）業務運営の透明化を高めるために、ホーム

ページ等を通じ、中期目標、中期計画、年度

計画、財務諸表、自己点検による評価結果及

び第三者評価機関による外部評価結果などの

情報公開を積極的に行う。 

81  ホームページなどを用いて、財務状況や評

価結果、教育研究の活動成果などの法人情

報を積極的に公表する。 

ホームページで財務状況や認証評価結果の

みならず、教育研究、地域貢献活動の成果、理

事会及び審議会の議事録等の法人情報を公開

した。 

b  地域貢献活動の成果や理事会議事録などもホーム

ページに掲載し、積極的な情報公開に取り組んでい

る。 

b 

（２）本学の教育、研究、地域貢献などの活動に

ついて、さまざまな情報発信手段を活用し、積

極的かつ効果的に発信する。 

82  従来のメディアによる情報発信に加え、

SNS を有効活用した発信を行う。 
積極的な情報収集を行い、学内外の各種イベ

ント情報を集約した。集約した情報は、教職員グ

ループウェアの「デスクネッツ」、デジタルサイネ

ージ等を利用して学内で共有化を図るとともに、

大学ホームページに加えフェイスブック、ツイッタ

ー等 SNS により広く発信した。 

b  b 

 



34 

第５ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 
中期計画 年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況等 評価区分 評価のポイント、委員確認事項 評価区分 

１ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

 （１）学生や職員の法令遵守や人権侵害の防止

のための研修を実施し、意識啓発を図る。 

 

83 障がい者差別の解消及びメンタルヘルスに

ついての学生及び職員向けの研修を実施す

る。 

障がい学生支援及びメンタルヘルスについて

教職員向け研修会を実施した。 

b  引き続き、法令遵守や人権侵害の防止のため、意識

啓発等に取り組まれたい。 

b 

（２）再生可能廃棄物のリサイクルや施設整備の

省エネルギー化を推進する。 

84 再生品、エコマーク商品など環境に配慮した

物品の使用、購入に努める。 
事務用コピー用紙はグリーン購入法総合評価

値 85 以上のもの、また事務用プリンタのトナー、

インクカートリッジは使用後の回収と再製品化が

可能なものの購入に努めた。 

 事務用品等はグリーン購入法適合、エコマーク

認定等の商品を指定し、詰め替えが可能なもの

を優先して購入した。 

b  b 

85 施設設備の省エネルギー対策として LED
照明の導入を行う。 

アトリエ棟の 13 教室及び 1 階から 4 階の廊下

設置の照明を LED タイプに更新した。 

b  計画的に省エネ機器の導入が進められている。 b 

２ 施設設備の整備、活用に関する目標を達成するための措置 

 （１）良好な教育研究活動環境を維持するため、

既存施設の修繕計画や新たな施設設備の整

備計画を策定する。 

86  平成 26 年度カリキュラムの進行に伴い

不足している制作スペース拡充のため、第 2
アトリエ棟の増築を行う。また、大規模修

繕としてアトリエ棟屋根の改修工事を実施

する。 

制作スペース拡充のため、4 つの工房を配置

する第 2 アトリエ棟 B を建築した。建築に当たっ

ては学内で議論を重ね、色評価用の LED 照明

の採用、壁や天井の断熱効果向上、既存アトリエ

棟とのデザインの統一など、細部にも配慮した。 

また、中長期修繕計画に基づき、アトリエ棟屋

根の改修工事を実施した。 

a  第２アトリエ棟Ｂの建築において、既存のアトリエ棟と

同様の仕様とするのではなく、学内での議論を踏まえ

て、機能性や快適性を向上させた施設とし、教育環境

の充実に取り組んでいる。 

a 

87 学外での演習及び実習の拡充と地域連携

活動の促進のため、大学専用のバスを導入

する。 

10 月より大学専用中型バスを導入し、27 回の

運行実績があった。 

b  b 

（２）市民に開かれた大学として、市民から大学施

設を有効的に活用してもらうため、施設設備の

利用状況を把握し、使用目的、使用方法の見

直しを行う。 

 － －    

３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （１）労働安全衛生法などに基づく安全管理体制

を確保し、学生や職員の健康保全及び安全衛

生に努める。 

88 学生のメンタルヘルスの保全に対応するた

め、精神科の学校医を新たに配置する。 
学生のメンタルヘルスの保全に対応するため、

精神科の学校医を新たに配置した。 

b  b 

89 職員の健康管理のため、ストレスチェックを

実施する。 
一般の健康診断と同時期にストレスチェックを

実施し、その結果により教職員のストレス状況を

把握した。 

b  ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方改革などに

一層取り組まれ、教職員の健康保全に努められたい。

b 
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  90 事故や犯罪を未然に防止するための、工房

安全講習、消費者教育や防犯講習を実施す

る。 

工房安全講習については、昨年度より回数を

増やし、内容の充実を図った。 

また、一人暮らしの学生及び女子学生の増加

に伴い、防犯等の注意事項について説明を行っ

た。 

実施した講習等は、以下のとおり。 

【新入生を対象とした講習等】 

①工房安全講習会（実施者：学部長、工房管

理担当職員、学務課職員） 

②雪道安全講習（実施者：事務局職員） 

③「消費者トラブルと対策について」の講座（実

施者：長岡市消費者センター） 

④「安全なくらし（防犯について）」の講座（実

施者：長岡警察署） 

【学生の代表及び教職員】 

⑤救急救命講習会（実施者：長岡市消防本

部） 

b  b 

（２）大規模災害に備え、地域社会と一体となった

危機管理体制を整備するとともに、学生、職員

に対し防災訓練等を定期的に行う。 

 

 

91 危機管理マニュアルを整備する。 
 
 

危機管理マニュアルについて、特に防災本部

機能に着目し、災害時の優先事項、実施体制等

を中心に整備した。 

c 
 

 

 大規模災害に備え、危機管理マニュアルを早期に策

定されたい。マニュアルの策定に当たっては、地域住

民の安全確保についても配慮した内容とされたい。 

c 

 

 

92 地域の防災拠点として機能するよう地元町

内会との合同防災訓練を実施する。 
洪水発生時の指定避難場所である本学にて、

10月に水害を想定した地元蓮潟地区との合同避

難訓練を実施し、本学職員も参加した。 

b  b 

 （３）学内のセキュリティ管理体制の整備と情報管

理の強化を図る。 

93 情報セキュリティマニュアルを策定し、教職

員へは教職員用グループウェア、学生へは学

生用ポータルサイトで周知する。 

情報セキュリティマニュアルの策定と合わせ

て、教職員向けセミナーを開催し、情報セキュリ

ティ自己診断シートを配付した。 

b  情報セキュリティマニュアルの策定に加え、管理体制

を高めるための具体的な取り組みを行っている。 

b 
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公立大学法人長岡造形大学 各事業年度の業務実績評価（年度評価）実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、地方独立行政法人法第 28 条の規定及び当該規定に基づき定められた市規

則（公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則）に基づき、

長岡市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う公立大学法人長岡

造形大学（以下「法人」という。）の各事業年度の業務実績に関する評価（以下「年度評

価」という。）を適切に行うため、評価の実施に関して必要な事項を定めるものである。 

 

２ 評価の目的 

  年度評価は、法人の業務運営の自主的かつ継続的な見直し・改善を促し、法人の業務の

質的向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資することを目的として行う。 

 

３ 評価の基本方針 

  年度評価は、法人の中期目標の達成に向けた中期計画の進捗状況を確認する観点から行

い、評価に当たっては、総合的かつ効率的に行うこととする。 

  なお、評価の際は、法人の教育研究の特性や業務運営の自主性・自律性に配慮するとと

もに、評価を通じて、法人の中期目標の達成に向けた取組状況を市民に分かりやすく示す

よう努めるものとする。 

 

４ 年度評価の実施時期 

  年度評価は、当該事業年度終了後、概ね５月以内に実施するものとする。 

 

５ 年度評価の実施方法 

 (1) 評価手法 

    年度評価は、その目的を効率的かつ効果的に達成するため、法人がその業務実績に

基づいて行う自己評価結果を踏まえ、項目別に評価のうえ、中期計画の進捗状況につ

いて総合的な評価（全体評価）を行う。 

 

 (2) 評価項目 

    評価項目については、別表１のとおりとする。 

 

 (3) 評価基準 

    評価にあたっては、別表２の取扱いを基本に、取組状況や計画の難易度、外的要因

等、それぞれの状況を総合的に勘案して評価するものとする。 
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 (4) 評価の手順 

  ① 項目別評価 

   ア 法人による実績報告・自己評価 

     法人は、年度計画記載事項ごと（事業単位）及び評価指標ごと（指標単位）の業

務実績（年度計画における各事業の実施状況及び事業の成果に関する指標の達成度）

を取りまとめ、(3)に定める評価基準に沿って自己評価を行ったうえ、業務実績報

告書を作成し、評価の実施時期の属する年度の６月末日までに評価委員会に提出す

る。 

    

イ 評価委員会による検証・評価 

（ア） 法人の自己評価結果の検証・評価 

     評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書について、法人関係者からの

ヒアリング等よって検証のうえ、事業単位及び指標単位で(3)に定める評価基準に

沿って評価する。 

     なお、評価委員会は、検証・評価を行ううえで必要がある場合、法人に対して資

料の追加提出を求めることができるものとする。 

 

（イ） 大項目別評価 

     評価委員会は、事業単位及び指標単位評価の結果を踏まえ、別表１に定める大項

目ごとに、(3)に定める評価基準に沿って、中期計画の進捗状況を総合的に勘案し

て評価する。 

 

  ② 全体評価 

評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標の達成に向けた中期計画全体

の進捗状況を総合的に勘案して評価する。 

 

(5) 評価書の作成 

  ① 評価書原案の作成及び法人からの意見の聴取 

      評価委員会は、評価の透明性・正確性を確保するため、(4)に定める手順によっ

て評価した結果をとりまとめ、評価書原案を作成し、法人に提示する。      

法人は、評価書原案に対する意見を書面により評価委員会に申し出るものとする。 

 

② 評価書の確定 

     評価委員会は、評価書原案に対する法人からの意見を踏まえ、必要に応じて法人

関係者の説明を受けた後、当該意見の適否を審議し、当該案に修正を加える等によ
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り評価書を確定する。 

 

６ 評価結果の取扱い 

 (1) 評価結果の通知及び公表 

評価委員会は、評価書を作成したときは、遅滞なく当該評価書を法人及び長岡市長

に送付するとともに、長岡市ホームページ等で公表する。 

 

 (2) 評価結果の活用・反映 

    法人は、評価結果を自らの業務運営等の見直しまたは改善に活用・反映させていく

ものとする。 

      なお、評価委員会は、評価に際して、過去の評価結果が法人の業務運営に活用・反

映されているか確認するものとする。 

 

７ 評価方法の継続的な見直し 

  この要領については、年度評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

 

８ その他 

  この要領に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は、評価委員会が別に定める。 
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別表１：年度評価における評価項目 

評価区分 評価の対象、内容等 

項目別評価 事業単位評価 年度計画の第１から第５の最小項目として記載されている各

事項の達成状況 

※第６から第 10 に係る実績については、全体評価の際に参考

情報として用いる。 

指標単位評価 年度計画の各数値目標の達成状況 

大項目別評価 事業単位評価及び指標単位評価を踏まえた、中期計画における

５つの大項目（８区分）ごとの進捗状況 

 第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成

するための措置 

  
1

教育に関する目標を達成するための措置 

[教育に関する事項] 

  
2

研究に関する目標を達成するための措置 

[研究に関する事項] 

  
3

地域貢献に関する目標を達成するための措置 

[地域貢献に関する事項] 

  
4

国際交流に関する目標を達成するための措置 

[国際交流に関する事項] 

 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す

るための措置[業務運営の改善及び効率化に関する事項] 

 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措

置[財務内容の改善に関する事項] 

 第４ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を

達成するための措置[自己点検・評価及び情報公開の推進

に関する事項] 

 第５ その他業務運営に関する目標を達成するための措

置[その他業務運営に関する事項] 

全体評価 項目別評価を踏まえた中期計画全体の進捗状況 
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別表２：年度評価における評価基準 

評価区分 評定 標語 評価の目安 

項
目
別
評
価 

事業単位 

評価 

ａ 年度計画を上回る 上回るもしくは十分な実施 

ｂ 年度計画を概ね実施 実施 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 下回るもしくは実施が不十分 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 特に劣るもしくは実施せず 

指標単位 

評価 

ａ 年度計画を上回る 達成率 100%以上 

ｂ 年度計画を概ね実施 達成率 80%以上 100%未満 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 達成率 60%以上 80%未満 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 達成率 60%未満 

大項目別 

評価 

Ａ 中期計画の進捗は順調 大項目別（８区分）に、中期計

画の進捗状況について、事業単

位評価及び指標単位評価から総

合的に勘案し、評価 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

Ｃ 中期計画の進捗はやや遅れている 

Ｄ 中期計画の進捗は遅れている 

全体評価 

中期計画の進捗は順調 
中期計画全体の進捗状況につい

て、項目別評価から総合的に勘

案し、評価 

中期計画の進捗は概ね順調 

中期計画の進捗はやや遅れている 

中期計画の進捗は遅れている 

 


